
　設備投資資金を含む必要な資金は、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパー及び社債の 
発行により調達を行いました。
　なお、アサヒグループ各社の事業に必要な資金は、主として当社が調達しています。

■発行社債の概要

発 　 行 　 社 　 債 払　 込　 期　 日 社　 債　 総　 額

2029 年 満 期 ユ ー ロ 建 普 通 社 債 2024年４月16日 500,000

2032 年 満 期 ユ ー ロ 建 普 通 社 債 2024年４月16日 500,000

第24回無担保社債(個人向け、５年債) 2024年10月24日   20,000

第 25 回 無 担 保 社 債 ( ５ 年 債 ) 2024年10月17日   30,000

第 26 回 無 担 保 社 債 (10 年 債 ) 2024年10月17日   20,000

　当期において実施した設備投資の総額は1,616億８千７百万円で、区分別の設備投資額の内訳は 
次のとおりです。なお、設備投資の多くは、生産能力の増強や効率化を目的とした工事によるものです。

区 　 分 設 　 備 　 投 　 資 　 額

日 本 64,666
欧 州 62,170
オ セ ア ニ ア 30,095
東 南 ア ジ ア 1,259
そ の 他 1,025
全 社 （ 共 通 ） 2,470
合 計 161,687

百万円

借 　 　 入 　 　 先 借 　 　 入 　 　 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 26,709
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 15,000
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 11,000
農 林 中 央 金 庫 11,000
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 7,001

百万円

千ユーロ

百万円

Ⅴ その他アサヒグループの状況

 1. 資金調達の状況 

 2. 主要な借入先の状況＜2024年12月31日現在＞ 

 3. 設備投資の状況 

72



区 分 就 業 人 員 数 前 期 末 比 増 減

日 本 10,815 △568

欧 州 10,582 432

オ セ ア ニ ア 4,226 94

東 南 ア ジ ア 1,684 80

そ の 他 397 11

全 社 （ 共 通 ） 455 90

合 計 28,159 139

（注）必要となるケイパビリティ（戦略を実現するために必要な組織的能力）の獲得のためのグループ内人材の活用や
外部人材の獲得により、「全社（共通）」の就業人員数が前期末比で大きく増加しています。

名 名

　該当事項はありません。

（１） 当社	 本社：東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号
（２） 重要な子会社

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

アサヒグループジャパン株式会社 東京都墨田区
百万円 ％ 日本における酒類・

飲料・食品事業等の
統括

50 100

Asahi Europe and International Ltd イ ギ リ ス
サ リ ー 州

1,196,492
（9,838,916千ユーロ） 100

欧州における酒類事
業とグローバル市場
における酒類輸出販
売事業の統括

Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd オーストラリア
ビクトリア州

1,385,448
（18,926,514千豪ドル） 100

オセアニアにおける
酒 類・飲 料 事 業 の
統括

（注）1 ．当期末現在における当社の連結子会社は上記を含め194社となり、持分法適用会社は33社となりました。
2 ．当期末現在において、特定完全子会社はありません。

 4. 主要な拠点及び重要な子会社の状況＜2024年12月31日現在＞ 

 5. 重要な企業再編等の状況 

 6. 従業員の状況＜2024年12月31日現在＞ 
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（１）	発行可能株式総数	 2,900,000,000株	（普通株式）
	 （注）‌�2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施し、これに伴う定款変更により 

発行可能株式総数を972,305,309株から2,900,000,000株に変更しています。

（２）	発行済株式の総数	 1,521,010,086株	（うち自己株式数17,760,523株）
	 （注）‌�2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を実施したことにより発行済株式の 

総数は1,014,006,724株増加しています。

（３）	株主数	 166,860名	（前期末比23,059名増）

所 有 者 区 分 持 株 数 株 主 数

■外国法人等 6,653,974 1,446

■金融機関 5,219,963 163

■個人・その他 1,446,498 163,290

■証券会社 1,083,148 56

■その他の法人 628,911 1,904

■自己株式 177,605 1

（４） 大株主

株 　 　 主 　 　 名 持　 株　 数 持 株 比 率

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ） 2,851,855 19.0 

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ） 1,065,056 7.1

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 474,550 3.2

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 314,627 2.1

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３２５ 303,629 2.0

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 287,027 1.9

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 231,789 1.5

ゴ ー ル ド マ ン・ サ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 Ｂ Ｎ Ｙ Ｍ 221,168 1.5

J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K  3 8 5 7 8 1 197,852 1.3

C E P  L U X - O R B I S  S I C A V 193,032 1.3

合 計 6,140,589 40.8
（注）持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。

外国法人等
43.8％

自己株式
1.2％

その他の法人
4.1％

証券会社
7.1％

所有者別
株式分布

個人・
その他
9.5％

金融機関
34.3％

百株 名

百株 ％

（「【7. 株式の状況】」に関する注記）
自己株式数（17,760,523株）には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する 
当社株式数（397,515株）は含めていません。

 7. 株式の状況＜2024年12月31日現在＞ 
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（１） 取締役及び監査役の状況＜2024年12月31日現在＞

氏 名
地　　　位

出席回数
担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 路 明 善 取締役会長 兼 取締役会議長 取締役会
12回／12回株式会社帝国ホテル　社外取締役

勝 木 敦 志 代表取締役社長 兼 Group CEO 取締役会
12回／12回経営全般、経営戦略、広報、IR

谷 村 圭 造 取締役 EVP 兼 Group CPO（Chief People Officer） 取締役会
12回／12回人事、総務

﨑 田　 　 薫 取締役 EVP 兼 Group CFO（Chief Financial Officer） 取締役会
12回／12回財務、調達、IT

西 中 直 子
取締役 EVP 取締役会

12回／12回
監査役会
5回／5回

サプライチェーン、法務、リスクマネジメント（含む危機管理）、内部監査

クリスティーナ・
ア メ ー ジ ャ ン

社外取締役
取締役会

12回／12回
住友電気工業株式会社　社外取締役
日本電気株式会社　社外取締役
日本特殊陶業株式会社　社外取締役

佐々江　 賢一郎

社外取締役
取締役会

12回／12回
公益財団法人日本国際問題研究所　理事長
セーレン株式会社　社外取締役
三菱自動車工業株式会社　社外取締役
富士通株式会社　社外取締役

大 橋 徹 二
社外取締役

取締役会
12回／12回

株式会社小松製作所　取締役会長
ヤマハ発動機株式会社　社外取締役
株式会社野村総合研究所　社外取締役

松 永 真 理 社外取締役 取締役会
12回／12回松永真理事務所　代表

佐 藤 千 佳 社外取締役 取締役会
8回／8回阪和興業株式会社　社外取締役

メ ラ ニ ー・
ブ ロ ッ ク

社外取締役
取締役会
8回／8回

株式会社Melanie Brock Advisory　代表取締役
セガサミーホールディングス株式会社　社外取締役
三菱地所株式会社　社外取締役
川崎重工業株式会社　社外取締役

福 田 行 孝
常勤監査役 取締役会

12回／12回
監査役会

13回／13回
 

大 島 明 子
常勤監査役 取締役会

8回／8回
監査役会
8回／8回

 

川 上 　  豊
社外監査役 取締役会

12回／12回
監査役会

13回／13回
株式会社三菱総合研究所　社外監査役

大八木　成　男
社外監査役 取締役会

12回／12回
監査役会

13回／13回
東京電力ホールディングス株式会社　社外取締役

田 中 早 苗
社外監査役 取締役会

12回／12回
監査役会

13回／13回

田中早苗法律事務所　代表
松竹株式会社　社外取締役
株式会社テレビ朝日ホールディングス　社外取締役

 8. 会社役員の状況 
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（注）１．取締役クリスティーナ・アメージャン、佐々江賢一郎、大橋徹二、松永真理、佐藤千佳及びメラニー・ブロック
の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２．監査役川上豊、大八木成男及び田中早苗の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３．当社は、社外取締役であるクリスティーナ・アメージャン、佐々江賢一郎、大橋徹二、松永真理、佐藤千佳及び 

メラニー・ブロックの６氏並びに社外監査役である川上豊、大八木成男及び田中早苗の３氏を、東京証券 
取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

４．当社は、公益財団法人日本国際問題研究所との間に取引がありますが、取引額は当社及び対象法人の連結 
売上収益又は経常収益の１％未満と僅少であり、また、当社から同法人に対し寄附がありますが、寄附金額 
は当社が定める独立性を客観的に判断する「社外取締役の独立性の基準」に定める金額基準を超えるもの 
ではないため、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。

５．社外取締役及び社外監査役のその他の重要な兼職先と当社との間に重要な取引その他の特別な関係はあり
ません。

６．監査役福田行孝氏は、当社財務部門ゼネラルマネジャー等を経験しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものです。

７．監査役川上豊氏は、公認会計士としての長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものです。

８．2024年３月26日開催の第100回定時株主総会において、佐藤千佳及びメラニー・ブロックの両氏が取締役に、 
大島明子氏が監査役に新たに選任され、就任しました。これにより、取締役佐藤千佳及びメラニー・ブロックの 
両氏並びに監査役大島明子氏において、上記取締役会及び監査役会の開催回数が他の役員と異なって 
います。また、同定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任し、同定時株主総会において、新たに取締役に
選任された西中直子氏において、上記取締役会及び監査役会の開催回数は、監査役としての開催回数を 
含めています。

（２） 取締役及び監査役の報酬等の額

区　　　 分
固 定 報 酬 変 　 動 　 報 　 酬

総 額基 本 報 酬 年 次 賞 与 中 期 賞 与 株 式 報 酬
人  員 総   額 人  員 総   額 人  員 総   額 人  員 総   額

取　締　役
（うち社外取締役）

11名
（6名）

465百万円
（132百万円）

5名
（－）

347百万円
（－）

5名
（－）

201百万円
（－）

5名
（－）

174百万円
（－）

1,188百万円
（132百万円）

監　査　役
（うち社外監査役）

6名
（3名）

169百万円
（66百万円）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

169百万円
（66百万円）

（注）１．上記には、2024年３月26日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、取締役に就任した
取締役西中直子氏を含めています。

２．取締役の報酬限度額（基本報酬及び賞与）は年額3,000百万円（うち社外取締役400百万円）です（2024年３月 
26日開催の第100回定時株主総会決議。決議時の取締役は11名。）。また、これとは別に、2022年３月25日 
開催の第98回定時株主総会において、信託期間（３年間）中に450百万円を上限とする金銭を拠出し、信託 
期間中に選任され就任した取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬を支給することが決議されて 
います（決議時の取締役（社外取締役を除く）は５名。）。なお、これにより取締役に付与する当社株式の総数 
の上限は、支給の対象となる取締役全員で１事業年度当たり112,500株となっています。また、当該上限は、 
2024年10月１日を効力発生日とする株式分割（１株につき３株の割合）を考慮し、調整しています。

３．年次賞与及び中期賞与の額は、当期において費用計上した額を記載しています。
４．株式報酬の額は、2022年３月25日開催の第98回定時株主総会において決議した株式報酬制度に基づき費用

計上した額を記載しています。
５．監査役の報酬限度額は年額500百万円（うち社外監査役200百万円）です（2024年３月26日開催の第100回 

定時株主総会決議。決議時の監査役は５名。）。
6．変動報酬の業績指標及び算定方法等並びに報酬決定方法については、「Ⅲ コーポレート・ガバナンス 
【５.役員報酬（取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針）】」に記載しています。

当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が、取締役会が定める取締役の報酬
等に関する決定方針に基づき、取締役会が定める基準に従い決定しているため、取締役会の方針に沿うもの
であると判断しています。

76



（３） 社外役員の主な活動状況

区
分 氏　　名 主　　な　　活　　動　　状　　況　　等

社
　
　 

外 

　
　
取
　
　 

締
　
　 

役

クリスティーナ・
ア メ ー ジ ャ ン

　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、コーポレート・ガバナンスや人材・文化の専門家
の視点と他社社外役員の経験に基づき、ESGやサステナビリティ、グローバルの観点などから率直で
シンプルな問いかけや議事運営の活性化に向けた問題提起を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な
監督に貢献する発言、活動を行っております。
　また、報酬委員会委員長として、取締役会の監督機能充実のため、公正で透明な委員会運営を主導
し、中期賞与の社会的価値指標の設定、賞与支給案などを取締役会に答申しております。加えて、指
名委員会委員としては、取締役会スキルマトリックス、Group CEOサクセッション・プランの監督等につ
いて、また、サステナビリティアドバイザリー委員会委員としては、サステナビリティガバナンス体制の
強化、サステナビリティと経営の統合の更なる推進などについて、具体的な意見・提言を行っております。

佐々江  賢一郎

　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、国際政治・経済に関する豊富な知識・経験と他社
社外役員の経験に基づき、地政学リスクや国際情勢の観点から、グローバルでの事業執行について本
質を捉えた質問と問題提起を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献する発言、活動を行っ
ております。
　また、指名委員会委員長として、取締役会の監督機能充実のため、公正で透明な委員会運営を主導
し、取締役会スキルマトリックス、Group CEOサクセッション・プランの監督、役員人事案などを取
締役会に答申しております。加えて、報酬委員会委員としては、新たな報酬制度の策定、賞与支給案
などの答申について、具体的な意見・提言を行っております。

大 橋 徹 二

　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、グローバル企業の経営者の視点と他社社外役員の
経験に基づき、グループガバナンス、グローバルでの事業執行について本質を捉えた質問と問題提起
を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献する発言、活動を行っております。
　また、指名委員会委員として、取締役会スキルマトリックス、Group CEOサクセッション・プランの監督、
役員人事案などについて具体的な意見・提言を行っております。加えて、報酬委員会委員として、新たな
報酬制度の策定、賞与支給案などの答申について、具体的な意見・提言を行っております。

松 永 真 理

　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、新たなサービスの開発・ビジネスモデルの構築に
関する豊富な知識・経験と他社社外役員の経験に基づき、新規事業やサステナビリティ（特に責任あ
る飲酒）について、本質を捉えた質問と問題提起を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢
献する発言、活動を行っております。
　また、サステナビリティアドバイザリー委員会委員として、サステナビリティガバナンス体制の強化、
サステナビリティと経営の統合の更なる推進などについて、具体的な意見・提言を行っております。

佐 藤 千 佳
　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、グローバル企業での人事領域の豊富な経験と幅広
い見識に基づき、人的資本の高度化について本質を捉えた質問と問題提起を行うなど、取締役会の実
質的かつ適切な監督に貢献する発言、活動を行っております。

メ ラ ニ ー・
ブ ロ ッ ク

　取締役会における当社グループの企業価値向上に向けた議論について、積極的に意見を述べ、中長
期の経営戦略の推進に貢献しております。例えば、グローバルでのコンサルティング活動で培ったマー
ケティング、ダイバーシティ推進活動等に携わった経験に基づき、グローバルでの事業執行やダイバー
シティについて本質を捉えた質問と問題提起を行うなど、取締役会の実質的かつ適切な監督に貢献す
る発言、活動を行っております。

社
　
　 

外
　
　 

監
　
　 

査 

　
　
役

川 上　 　 豊

　監査役会において、内部統制システムをはじめとする取締役の職務の執行を監査する活動を行って
おります。具体的には、常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人から報告を受け、国内グループ会
社の監査の状況や海外グループ会社の監査委員会の活動状況のレビューを行い、さらに、取締役会長
兼取締役会議長及び代表取締役社長兼Group CEOとの面談、財務部門へのヒアリングや意見交換など
の活動を行っております。
　また、社外監査役として、取締役会において、グローバル企業の会計監査に精通した経験豊富な公
認会計士としての専門的見地から、積極的に発言を行っております。

大八木  成   男

　監査役会において、内部統制システムをはじめとする取締役の職務の執行を監査する活動を行って
おります。具体的には、常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人から報告を受け、国内グループ会
社の監査の状況や海外グループ会社の監査委員会の活動状況のレビューを行い、さらに、取締役会長
兼取締役会議長及び代表取締役社長兼Group CEOとの面談などの活動を行っております。
　また、社外監査役として、取締役会において、グローバルな企業経営経験を活用し、多様な見地か
ら、積極的に発言を行っております。

田 中 早 苗

　監査役会において、内部統制システムをはじめとする取締役の職務の執行を監査する活動を行って
おります。具体的には、常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人から報告を受け、国内グループ会
社の監査の状況や海外グループ会社の監査委員会の活動状況のレビューを行い、さらに、取締役会長
兼取締役会議長及び代表取締役社長兼Group CEOとの面談などの活動を行っております。
　また、社外監査役として、取締役会において、経験豊富な弁護士としての専門的見地から、積極的
に発言を行っております。
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（４） 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約
を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、2,000万円と法令の定める最低限度額との 
いずれか高い額となります。

（５） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
①被保険者の範囲
　当社の取締役、監査役、執行役員、組織長並びに国内及び海外グループ会社の役員
②保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償 
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することとしております。
なお、保険料は全額当社が負担しています。

（１） 会計監査人の名称
　有限責任 あずさ監査法人

（２） 当期に係る会計監査人の報酬等の額

区 　 　 　 　 　 分 監 査 業 務 に
基 づ く 報 酬

非監査業務に
基 づ く 報 酬

当社の当期に係る報酬等の額 321 22

子会社の当期に係る報酬等の額 190 －

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の 
財産上の利益の合計額 511 22

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査 
報酬等の額を区別しておりませんので、上記「監査業務に基づく報酬」にはこれらの合計額を記載しています。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並び
に報酬見積りの算出根拠の相当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等の額について同意
しました。

３．非監査業務とは、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務のことを指します。
４．上記のほか、当社並びに当社の子会社であるAsahi Europe and International Ltd及びAsahi Holdings （Australia） Pty 

Ltd等は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属するKPMGに対して監査報酬等の報酬として総額797百万円を
支払っています。

百万円 百万円

 9. 会計監査人の状況 
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（３） 継続監査期間
　55年間
　上記は、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降
の期間について記載したものです。

（４） 業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
　小　倉　加奈子（継続監査年数２年）
　谷　　　尋　史（継続監査年数４年）
　森　田　真佐宏（継続監査年数３年）
　会計監査人は、その業務執行社員について、2003年及び2007年の公認会計士法の改正に 
基づいて適切に交替期限（ローテーション）を設けています。業務執行社員については、連続 
して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。筆頭業務執行社員については、連続して 
5会計期間を超えて監査業務に関与していません。

（５） 監査業務に係る補助者の構成
　公認会計士28名　その他58名
　（注）上記の構成は、当期に係る監査業務に関与した補助者の総数を記載しています。

（６） 非監査業務の内容
　非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務です。

（７） 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役 
全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。また、
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、必要と判断
した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。 
取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主 
総会に提出します。

（注）本事業報告中の記載金額は、別段の記載のない限り、表示単位未満を切り捨て、また、記載比率及び記載割合は
表示桁未満を四捨五入して、それぞれ表示しています。
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